
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

足寄町地域防災計画追加加除整理一覧表 
 

 追録を加除整理された時は、必ずその追録号数の内容現在及び加除整理年月日をこの表に記入の

こと。 

 

（台本昭和４０年策定） 

追録号数 内容現在 (修正年) 加除整理年月日 整理者印 

第 １号   昭和５１年  昭和５１年 ４月 １日  

第 ２号   昭和５４年  昭和５４年 ４月 １日  

第 ３号   平成 ５年  平成 ５年１０月 １日  

第 ４号   平成１６年  平成１６年 ３月１１日  

第 ５号   平成２４年  平成２４年 ２月２２日  

第 ６号    

第 ７号    

第 ８号    

第 ９号    

第１０号    

第１１号    

第１２号    

第１３号    
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第７章 火山噴火災害対策計画 

 

雌阿寒岳における噴火、降灰（礫）、溶岩、有毒ガス、泥（土石）流、火砕流及び地殻変動等火

山現象による災害が発生し、又は、災害が発生するおそれのある場合に、早期に初動体制を確立し

て、その拡大を防ぎょし、被害の軽減を図るため町及び防災関係機関が実施する予防及び応急対策

は、本計画の定めるところにより行うものとする。 

 

 

 第１節 雌阿寒岳の概況 

 １ 雌阿寒岳（標高１，４９９ｍ）は、知床半島の諸火山から屈斜路カルデラを経て、阿寒カル

デラに連なる火山であり、阿寒カルデラ形成後に成長した活火山で、山頂部は急峻ではなく凸

凹のある緩やかな傾斜をなし、多数の小型火山帯が集まってできている。中心部には、今なお

噴気活動を続ける中マチネシリ火口やポンマチネシリ火口がある。 

 ２ 雌阿寒岳の過去の火山活動 

  ⑴ 最近１万年間の火山活動 

    雌阿寒岳では、約１２０００年前から２０００～３０００年の間隙をもって「中マチネシ

リ火砕流」を３時期にわたって噴出した。このうち約１２０００年前の活動が最も大きく、

火砕流は四方に流出し、プリニー式噴火による降下軽石スコリアや溶岩流も噴出した。その

後約９０００年前には螺湾川沿いに、更に５０００～６０００年前には茂足寄川沿いに火砕

流が流下した。３０００～７０００年前には、降下火砕物や溶岩によって、西山・北山・ポ

ンマチネシリの各火山帯が形成され、１０００～２５００年前には、阿寒富士火山体が形成

された。阿寒富士の活動以降約１０００年間の活動は、初期を除いてすべて水蒸気爆発～マ

グマ水蒸気爆発による噴火である。７００年前にはポンマチネシリ旧火口が形成され、４０

０年前には赤沼火口が開口、山麓に火山灰が堆積するとともに泥流も発生した。１８５６年

以降１９５５年噴火までの約１００年間に、小規模な水蒸気爆発が少なくとも１０回発生し

ている。これらの活動は、ポンマチネシリ旧火口内の青沼火口等や中マチネシリ火口内の小

爆裂火口などで行われたものと推測される。 

  ⑵ 記録に残る火山活動 

    記録に残る雌阿寒岳の火山活動は１９２７年からのもので、１９５２年には「十勝沖地震

を機に突然猛烈な活動を起こし３４時間連続して鳴動現象が発生した」とされ、１９５４年

４月に中マチネシリ火口大噴から灰を含む噴煙を確認、続いて１９５５年１１月１９日ポン

マチネシリ火口から大音響とともに黒煙が噴出、第１～４火口が形成され、１９６０年まで

小爆発、鳴動を繰り返した。また、隣接する中マチネシリ火口でも１９５７年から１９６６

年まで数回の極小規模噴火が発生した。その後一時静穏状態にあったが、１９８７年１２月

から火山性地震が増加し、１９８８年１月から２月にかけて小規模な噴火が発生、１９９０

年に再び火山性地震が増加し、年合計２，５２４回を記録したが噴火は発生しなかった。１

９９６年には、８月２２日から火山性地震が増加し、１１月２１日に大きな火山性地震、引

き続き約８分間の火山性微動を記録するとともに山体の北方に降灰を確認、小噴火により、

９６－１～３火口が形成された。１９９８年１１月９日には、火山性地震の増加等の顕著な

前兆現象が認められないまま９６－１火口が小噴火したが、カメラ観測では雲により噴火を

確認できず、降灰の確認及び火山性微動での推測となった。小噴火後、９６－１火口の温度

が上昇し、１９９９年１０月まで６００℃以上という非常に高温な状態で推移していたが、

その後徐々に低下した。 

    ２００６年には２月１８日から２０日にかけて火山性地震が増加し、火山性微動が観測さ

れたが沈静化、３月１１日には火山性地震が増加したが再度沈静化した。３月２１日午前６

時２８分頃、震幅の大きな火山性微動とともに、ポンマチネシリ山頂とその北西斜面におい

てごく小規模な噴火が発生し、赤沼０６火口群及び北西斜面０６噴気孔列を形成、北西斜面

でごく小規模な泥流が発生した。２００８年には９月２６日から火山性地震が増加し、２９

日には火山性連続微動が観測されたが沈静化、１１月９日から１７日にかけて火山性地震が

増加し、火山性微動及び火山性連続微動が観測され、１８日に９６－１火口、２８日に９６

－１火口及び第４火口において小規模な噴火が発生した。 

 現在その活動は落ち着いた状況ではあるが今後の火山活動の推移を見守る必要がある。 

※ 過去の噴火活動：「別表１２」雌阿寒岳火山年表（資料編７６頁～８３頁） 
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３ 今後予想される噴火 

  ⑴ 噴火の場所 

    近年の噴火は全てポンマチネシリで発生しており、現在雌阿寒岳で発生する火山性地震の

ほとんどがポンマチネシリ火口直下で発生し、噴煙活動を続ける火口や噴気孔が存在するこ

となどから、次の噴火場所は相当な確度でこの山体で起こると予測される。また長期的に見

れば現在も噴気活動を続けている中マチネシリや阿寒富士の活動の再開も考えられる。 

  ⑵ 噴火の時期 

    雌阿寒岳は過去の資料が少ないので、将来の噴火時期の予測は難しい。 

現在の観測データからは、直ちに大きな噴火が発生すると思われる前兆は認められないが、

長期的な将来を考えるとき、比較的大きな活動の再開に備えることは重要であり、ごく小規

模な噴火であれば、過去の火山活動を見るといつでも起こり得ると判断される。 

また、雌阿寒岳の地下におけるマグマ活動が他地域の大地震によって誘発されたことがあ

るという点について留意しなければならない。１９５２年十勝沖地震（Ｍ８．１）に際して、

その発生と同時に雌阿寒岳の連続鳴動が始まり約３４時間続いたが、１９６８年十勝沖地震

（Ｍ７．９）に際しては雌阿寒岳への影響は認められなかった。１９７３年根室半島沖地震

（Ｍ７．４）に際しては、雌阿寒岳に直接の影響があったとは考えられないが、国後島の爺

々岳の活動に影響を与えたように思われる。すなわち、北海道近辺に大地震が発生したとき

には、一応雌阿寒岳の活動に注意を払うべきである。 

 

 

第２節 災害予防対策 

  道、町及び防災関係機関は、火山災害を未然に防止するため必要な予防対策を実施する。 

 １ 観測及び調査研究 

   町独自の観測及び調査研究は困難であり、平成１３年２月より発足した雌阿寒岳火山防災会

議協議会構成機関との相互連携を密にし、対応を図るものとする。なお、気象台等が設置した

雌阿寒岳観測施設及び消防施設、防災資機材の現況は、次のとおりである。 
 
  ⑴ 観測装置                        平成２２年８月２日現在 

観測機器 地点名 
位置 設置高 

(m) 
備考 

緯度(度分) 経度(度分) 標高(m) 

■気象庁観測機器 

地震計 

雌阿寒温泉登山口 43 (23.7) 143 (59.2) 740 0 1981年1月開始 

オンネトー南東 43 (22.8) 143 (58.7) 680 -1 2000年11月開始 

西山 43 (23.4) 143 (00.3) 1,275 0 2001年11月開始 

ポンマチ南西 43 (22.9) 143 (00.1) 1,265 0 2003年6月開始 

南岳南西 43 (22.2) 143 (01.0) 1,096 0 2004年10月開始 

飽別川上流 － － － － 調整中 

空震計 
オンネトー南 43 (22.8) 143 (58.4) 636 2 2000年11月開始 

飽別川上流 － － － － 調整中 

傾斜計 飽別川上流 － － － － 調整中 

遠望カメラ 上徹別 43 (15.7) 143 (06.7) 145 4 1996年4月開始 

ＧＰＳ 

オンネトー野営場 43 (22.9) 143 (58.4) 636 8 2001年9月開始 

茂足寄 43 (22.9) 143 (53.7) 354 3 2001年9月開始 

雌阿寒温泉南 43 (23.7) 143 (59.0) 719 4 2001年9月開始 

飽別川上流 － － － － 調整中 

剣ヶ峰南西 43 (23.5) 143 (01.9) 1,184 0 2006年5月開始 

■他機関観測機器 

地震計 

雌阿寒温泉 43 (23.7) 144 (59.0) 711 

－ 

北大設置 空振計 － 

傾斜計 － 

ＧＰＳ 
野中コース４合目 － － － － 北大、道総研地

質研究所設置 西山 － － － － 
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観測機器 地点名 位置 
設置高 

(m) 
備考 

観測

機器 
地点名 

遠望カメラ 
オンネトー展望台 43 (23.2) 143 (57.4) － － 

北海道設置 
阿寒湖畔 43 (26.4) 143 (04.8) － － 

 
 ２ 警戒地区の把握等 

   町は、過去の噴火の状況等に基づき、災害の発生が予想される地区を把握するとともに、危

険区域予測図（ハザ－ドマップ）等を作成し、住民等への情報提供を効果的に行うものとする。 

 ３ 警戒体制の強化 

道、町及び防災関係機関は、火山についての噴火現象を想定し、監視カメラ、雨量計、土砂

移動検知センサー等の警戒避難対策に必要な機器の整備を図るとともに、これら測定結果等を

相互に提供し、警戒体側の強化･充実を図るものとする。 

 ４ 避難体制の整備 

   火山災害では、避難生活の長期化や広範囲に及ぶ影響が予想されることから、避難所につい

ては、火山災害及び二次災害のおそれのない場所を選定し、避難生活環境を良好に保つため、

施設の整備に努めるものとする。 

   なお、雌阿寒岳周辺の施設及び避難所の状況等については別表１３「雌阿寒岳周辺避難所等

の状況」（資料編８４頁）のとおり。 

   このほか、避難体制の整備については第４章第９節「避難体制整備計画」（本文３６頁）、

第５章第４節「避難救出計画」（本文５２頁）に準ずる。 

 ５ 二次災害の予防対策 

   道、町及び防災関係機関は、豪雨等に伴う土砂災害等の二次災害を予防するため、治山治水、

砂防事業等を総合的、計画的に推進するものとする。 

 ６ 通信施設の整備 

道、町及び防災関係機関は、円滑な災害情報の伝達及び収集ができるよう代替性を考慮し、

多様な通信施設の整備強化を図るものとする。 

７ 防災知識の普及啓発 

   道、周辺市町村及び防災関係機関は、平常時から広報誌、マスメディア、学校教育等のあら

ゆる手段や機会を通じ、災害時に適切な行勧を行うために必要な知識の普及啓発に努めるもの

とする。 

また、有毒ガスの噴出地帯など危険箇所について、掲示板を設置するなど住民、登山者等へ

周知を図るものとする。 

８ 防災訓練 

   噴火災害に伴う災害応急対策を円滑に実施するため、防災関係機関、住民等と連携し実践的

な防災訓練を実施するものとする。 

また、協議会が実施する実地及び図上による防災訓練に参加し、防災についての知識及び技

能の向上を図るとともに、住民の防災意識の高揚を図るものとする。 

なお、訓練内容については、第１０章「防災訓練計画」（本文１３６頁）のとおり。 

９ 防災会議協議会による防災体制の強化 

  ⑴ 火山災害は、周辺市町村が共同で行うことが合理的かつ効果的であることから、基本法第

１７条に基づき雌阿寒岳火山防災会議協議会を設置し、市町村相互間地域防災計画を策定し

て、火山防災体制の強化を図るものとする。 

⑵ 雌阿寒岳火山防災会議協議会の組織 

第３章別表２「雌阿寒岳火山防災会議協議会の構成」（本文１５頁） 

 

 

第３節 災害応急対策 

 １ 防災組織 

  ⑴ 足寄町の防災組織 

第３章別表３「災害対策本部の組織」（本文１６頁） 

  ⑵ 防災関係機関の災害対策組織 

    関係機関の長は、関係機関の長は、火山現象による災害が発生し、又は、災害が発生する

おそれがある場合、その状況に応じて応急活動体制を整え、関係機関と連携を取りながら、
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その所管に係る災害対策を実施する。 

⑶ 災害対策現地合同本部の設置 

関係機関は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、必要に応じて協議の上、北海道の

「災害対策現地合同本部設置要綱」に基づき現地合同本部を設置し、災害応急対策を実施す

る。 

 ２ 火山現象に関する情報の収集及び伝達 

  ⑴ 火山現象に関する予報及び警報の種類 

    火山現象に関する予報及び警報は、気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）第１３条の

規定により発表される「火山現象警報」及び「火山現象予報」である。 

    なお、「火山現象警報」は気象業務法第１５条第１項の規定により知事に通報され、知事

は同法第１５条第２項及び基本法第５５条の規定により市町村長に通報する。 

  ⑵ 火山現象警報及び火山現象予報の種類と呼び方及び警戒事項等 

予報 

警報 

対象 

範囲 

レベル 

(ｷｰﾜｰﾄﾞ) 
火山活動の状況 

住民等の行動及び登山 

者･入山者等への対応 
想定される現象等 

噴

火

警

報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重大な

被害を及ぼす噴火

が発生、あるいは

切迫している状態

にある。 

危険な居住地域

からの避難等が

必要。 

・大噴火が発生し、火砕流や積雪期には融雪型火 

山泥流が居住地域まで到達、多量の軽石や火山 

灰が風下側の広範囲に堆積、あるいはそのよう 

な大噴火が切迫している 

４(

避
難
準
備) 

居住地域に重大な

被害を及ぼす噴火

が発生すると予想

される (可能性が

高まっている)。 

警戒が必要な居

住地域での避難

の準備、災害時

の要援護者等の

避難等が必要。 

・火砕流や積雪期には火砕流に伴う融雪型火山泥 

流が居住地域に到達するような大噴火の発生が 

予想される 

火

口

周

辺

警

報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３(

入
山
規
制) 

居住地域の近くま

で重大な影響を及

ぼす（この範囲に

入った場合には生

命に危険が及ぶ）

噴火が発生、ある

いは発生すると予

想される。 

住民は通常の生

活 (今後の火山

活動の推移に注

意 )。状況に応

じて災害時要援

護者等の避難準

備等。 

登山禁止や入山

規制等危険な地

域への立入規制

等。 

・中噴火が発生し、「大きな噴石」が２～３ｋｍ 

まで飛散、火砕流が一部の谷地形に沿い数ｋｍ 

流下、積雪期には融雪型火山泥流が発生、軽石 

や火山灰が風下側山麓に堆積、あるいは溶岩流 

が流下 

・小噴火が発生し、「大きな噴石」が２～３ｋｍ 

まで飛散、火山灰等が風下側の山麓に堆積 

・ごく小さな噴火（比較的勢いが強いもの）が発 

生し、「大きな噴石」が１～２ｋｍまで飛散、 

火山灰等が風下側の山腹～山麓に降下 

・地震増加や地殻変動等により、中噴火、小噴 

火、ごく小さな噴火（比較的勢いが強いもの） 

の発生が予想される 

火
口
周
辺 

２(

火
口
周
辺
規
制) 

火口周辺に影響を

及ぼす（この範囲

に入った場合には

生命に危険が及

ぶ）噴火が発生、

あるいは発生する

と予想される。 

住民は通常の生

活 (今後の火山

活動の推移に注

意)。 

火口周辺への立

入規制等。 

・ごく小さな噴火が発生し、「大きな噴石」が火 

口周辺（約５００ｍ）に飛散 

・地震活動や熱活動の高まり等により、ごく小さ 

な噴火の発生が予想される 

噴

火

予

報 

火
口
内
等 

１(

平
常) 

火山活動は静穏。 

火山活動の状態によ

って、火口内で火山

灰の噴出等が見られ

る（この範囲に入っ

た場合には生命に危

険が及ぶ)。 

状況に応じて火

口内及び近傍へ

の立入規制等。 

・火山活動は静穏。状況により山頂火口内及び近 

傍に影響する程度の火山灰の噴出等の可能性あ 

り 
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⑶ 降灰予報 

    噴煙の高さが３千メートル以上、あるいは噴火警戒レベル３相当以上の噴火など、一定規

模以上の噴火が発生した場合に、噴火発生から概ね６時間後までに火山灰が降ると予想され

る地域を発表する予報をいう。 

⑷ 火山の状況に関する解説情報 

    噴火予報又は噴火警報に関係のある火山性地震の発生回数などの火山現象等について、一

般及び関係機関に対して詳細かつ速やかに発表するものをいう。 

  ⑸ 火山現象警報、火山現象予報及び火山の状況に関する解説情報の発表官署 

    本道における全ての火山に係わる火山現象警報、火山現象予報及び火山の状況に関する解

説情報の発表は、札幌管区気象台が行う。 

  ⑹ 異常現象発見時の措置 

   ア 発見者の通報 

     雌阿寒岳の火山活動に異常現象を発見した者は、その旨を電話等最も迅速な方法により

町（総務課）、又は本別警察署（足寄交番・螺湾駐在所）及び池北三町行政事務組合（消

防本部・署・団）に通報するものとする。 

   イ 警察署・消防本部の通報 

     発見者から、警察署・消防本部に通報があった場合は、その旨を速やかに町に通報する

ものとする。 

   ウ 町長の通報 

     異常現象の通報を受けた町（総務課）は、直ちに情報を確認し、釧路地方気象台・帯広

測候所及び雌阿寒岳火山防災会議協議会並びに十勝総合振興局（地域政策課）に通報する

ものとする。 
 
  ※ 異常現象通報系統図 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑺ 火山現象警報及び火山現象予報の伝達 

   ア 噴火警報・火口周辺警報・噴火予報の伝達は、本章別図「火山情報伝達系統図」（本文

１１５頁）による。 

   イ 噴火警報・火口周辺警報・噴火予報の通報及び伝達の内容は、次によるものとする。 

 (ｱ) 札幌管区気象台 

  火山現象による災害から国民の生命及び身体を保護するため必要があると認めるとき、

火山現象に関する情報を知事に通報する。 

(ｲ) 北海道 

  札幌管区気象台から通報を受けたとき、予想される災害の事態及びこれに対してとる

べき措置について、関係ある指定地方行政機関の長、指定地方公共機関の長、市町村長

及びその他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。 

(ｳ) 町 

  知事から通報を受けたときは、通報に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある

公私の団体に伝達するものとする。 

本 別 警 察 署  

足寄交番 

螺湾駐在所 

足 寄 町  

総務課企画財政室 

警備員 

池北三町行政事務組合 

消防本部 

消防署、消防団 

十 勝 総 合 振 興 局  

( 地 域 政 策 課 ) 

異

常
現
象

発
見
者 

気 象 官 署  

釧路地方気象台 

帯広測候所 

雌阿寒岳火山防災会議協議会 

北 海 道  

( 危 機 対 策 課 ) 
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  この場合、必要があると認めるときは、予想される災害の事態及びこれに対してとる

べき措置について必要な通報、又は警告をするものとする。 

 

別図  火山情報伝達系統図  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 災害情報通信 

   災害時の情報伝達は、地域の災害状況に対応し、各種伝達手段・系統を最大限かつ有効に用

いて行うこととし、第５章第１節「災害情報通信計画」（本文４３頁）に定めるところによる。

なお、道、町及び防災関係機関は、それぞれが有する情報組織、ヘリコプター、衛生通信車、通

信施設等を全面的に活用し、迅速・的確な災害情報等を収集し、相互に交換するものとする。 

 ４ 災害広報 

   第５章第２節「災害広報計画」（本文５０頁）による。 

 ５ 応急措置 

   第５章第３節「応急措置実施計画」（本文５１頁）による。 

 ６ 避難措置 

発

表
通
報

担
当
官

署 

北 海 道 警 察 本 部  

北 海 道 開 発 局  

陸上自衛隊北部方面総監部 

Ｎ Ｈ Ｋ 札 幌 放 送 局  

各 報 道 機 関  

ＮＴＴ東日本(仙台センタ) 

対

策
要
請 

(株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾄﾞｺﾓ北海道 

北海道森林管理局 

東日本電信電話(株)北海道支店 

日本赤十字社北海道支社 

北海道電力株式会社  

対策要請 

札

幌
管
区

気
象
台 

通

報
担
当

官
署 

釧

路
地
方

気
象
台 

十勝総合振興局→帯広建設管理部 

足寄町  

防災関係機関 

本別警察署 北海道警察釧路方面本部 

防 災 関 係 機 関 等 

Ｎ Ｈ Ｋ 各 放 送 局 

各 報 道 機 関 

対策要請 

対策通報 

(社 )十勝医師会  

池北三町行政事務組合 

消防本部 

足寄消防署･足寄消防団 

団   体  

登  山  者  

航空機運航者 降 灰 情 報 等 

出 先 機 関 

北 海 道 ( 危 機 対 策 課 ) 

対策通報 

(株)NTT東日本北海道帯広支店 

住   民  
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   第５章第４節「避難救出計画」（本文５２頁）による。 

 ７ 警戒区域の設定 

町長は、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、第５章第４節「避難救出計画」

（本文５２頁）の定めるところ及び気象庁の発表する噴火警戒レベルに応じた警戒区域の設定

等を図り、関係機関へ通知するとともに住民等への周知に努めるものとする。 

   なお、関係機関等と協議し定めた雌阿寒岳の噴火警戒レベル及び警報の対象範囲は次のとお

りである。 

 

雌阿寒岳の噴火警戒レベル及び主な規制範囲等 

ﾚﾍﾞﾙ 想 定 さ れ る 現 象 等 対  象  範  囲  等 

５ 

大噴火が発生し、火砕流や積雪期には

融雪型火山泥流が居住地域まで到達、

多量の軽石や火山灰が風下側の広範囲

に堆積、あるいはそのような大噴火が

切迫している 

・茂足寄の一部の避難[火砕サージ] 

・降灰状況に応じて、さらに広域の避難[降灰] 

・降雨時警戒避難[降雨型泥流] (茂足寄の一部及び

上螺湾の一部) 

・積雪期には、茂足寄全域及び上螺湾の一部の避

難[融雪型泥流] 

４ 

火砕流や積雪期には火砕流に伴う融雪

型火山泥流が居住地域に到達するよう

な大噴火の発生が予想される 

・茂足寄の一部の避難準備 

・降雨時警戒避難[降雨型泥流] (茂足寄の一部及び

上螺湾の一部) 

・積雪期には、茂足寄の一部の避難、茂足寄全域

及び上螺湾の一部の避難準備[融雪型泥流] 

３ 

中噴火が発生し、「大きな噴石」が2

～3kmまで飛散、火砕流が一部の谷地

形に沿い数km流下、積雪期には融雪

型火山泥流が発生、軽石や火山灰が風

下側山麓に堆積、あるいは溶岩流が流

下 

・雌阿寒岳山麓一帯の立入規制 

・降灰状況に応じて、茂足寄の一部及び上螺湾の

一部の避難[降雨型泥流] 

・積雪期には、茂足寄の一部の避難[融雪型泥流] 

小噴火が発生し、「大きな噴石」が2

～3kmまで飛散、火山灰等が風下側の

山麓に堆積 

・入山規制、オンネトー周辺の観光中止、雌阿寒

温泉の避難を継続 

・降灰状況に応じて、茂足寄の一部の避難[降雨型

泥流] 

・積雪期には、茂足寄の一部の避難準備[融雪型泥

流] 

ごく小さな噴火(比較的勢いが強いも

の)が発生し、「大きな噴石」が2km

を越えて飛散、火山灰等が風下側の山

腹～山麓に降下 

・オンネトー周辺の観光中止 

・雌阿寒温泉地区の避難 

ごく小さな噴火(比較的勢いが強いも

の)が発生し、「大きな噴石」が1～

2kmまで飛散、火山灰等が風下側の山

腹～山麓に降下 

・入山規制 

・風向き等状況に応じてオンネトー周辺の観光自

粛及び雌阿寒温泉地区の避難準備 

２ 

ごく小さな噴火が発生し、「大きな噴

石」が火口周辺(約500m)に飛散、又

は地震活動や熱活動の高まり等によ

り、ごく小さな噴火の発生が予想され

る 

・７合目以上の立入規制 

１ 

火山活動は静穏 

状況により山頂火口内及び近傍に影響

する程度の火山灰の噴出等の可能性あ

り 

・状況に応じて、火口内やその近傍への立入規制 
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 ８ 救助救出及び医療救護活動等 

   第５章第４節「避難救出計画」（本文５２頁）及び第５章第１４節「医療及び助産計画」

（本文６５頁）による。 

また、第５章第２１節「行方不明者の捜索及び死体の収容処理並びに埋葬計画」（本文７７

頁）の定めるところにより、行方不明者の捜索、死体の収容、埋葬等を実施するものとする。 

 ９ 道路及び航空交通の規制等 

町、北海道警察及び防災関係機関は、災害の拡大防止及び交通の確保のため、第５章第６節

「交通応急対策計画」（本文５７頁）の定めるところにより、必要な交通規制等を実施するも

のとする。 

１０ 自衛隊派遣要請 

   第５章第２７節「自衛隊派遣要請計画」（本文８２頁）による。 

１１ 広域応援 

   第５章第２８節「広域応援計画」（本文８５頁）による。 

 

 

 第４節 災害復旧 

  火山災害により、地域の壊滅、又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合、道及び町は、

被害の状況、地域の特性、被災者の意向等を勘案し、関係機関との密接な連携のもと、第９章

「災害復旧対策計画」（本文１３５頁）の定めるところにより、迅速かつ円滑に復旧を進めるも

のとする。 
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防災計画資料編追録加除整理一覧表 

 

 追録を加除整理された時は、必ずその追録号数の内容現在及び加除整理年月日をこの表に記入の

こと。 

（台本平成１５年策定） 
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「別表12」雌阿寒岳火山年表 
 

雌阿寒岳火山年表 

年 月 日 内         容 

昭和２年４月～５月 鳴動（ピリカネップ付近で鳴動、最盛期は5/5～5/6） 

昭和１３年５月２９日 鳴動（屈斜路湖地震に伴い雌阿寒岳で鳴動） 

 昭和２６年７月～ 

   ２７年１月 

鳴動及び地震群発（阿寒湖畔と阿寒川に沿う一帯で地震と鳴

動） 

 昭和２７年３月 鳴動（3/4  十勝沖地震の直後鳴動活発化） 

 昭和２９年１月～３月 
鳴動（1/17  阿寒湖畔で鳴動を伴う弱震あり、3月までたびたび

鳴動） 

 昭和２９年４月８日～ 

        ４月１３日 

 火山灰噴出（ナカマチネシリ火口）：大噴が黒煙を上げ火山灰

・礫を噴出 

 昭和３０年１１月１９日 
 小噴火（ポンマチネシリ火口）：26㎞東の鶴居村茂雪裡まで降

灰、第1～第4火口、北溝・南溝形成 

 昭和３１年３月１８日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：南東約10㎞まで降灰 

 昭和３１年５月１９日 
 小噴火（ポンマチネシリ火口）：爆発音を伴い噴煙高度2,000

ｍ、北北東73㎞の網走まで降灰、第1火口拡大、第3・4火口が合体 

 昭和３１年５月２９日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：東40㎞の弟子屈町まで降灰 

 昭和３１年６月１０日  有色噴煙 

 昭和３１年６月１５日 

 小噴火（ポンマチネシリ火口）：爆発音を伴い大岩塊放出、出

物の厚さは火口付近で50～80㎝、南東90㎞の浜中村茶内で降灰、

第1火口の面積が2倍に拡大、第6火口形成 

 昭和３１年６月２０日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：北東10㎞まで降灰 

 昭和３１年６月２９日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：周辺に少量の降灰 

 昭和３１年６月３０日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：北東10㎞まで降灰 

 昭和３１年７月８日  有色噴煙 

 昭和３１年１０月３１日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：爆発音あり、北西6㎞まで降灰 

 昭和３２年２月～４月  有色噴煙・鳴動 

 昭和３２年５月２９日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：周辺に少量の降灰 

 昭和３２年７月  有色噴煙 

 昭和３２年８月３１日～ 

       ９月５日 

 小噴火（ナカマチネシリ火口）：大噴が活動、登山道3合目まで

降灰 

 昭和３２年９月～１０月  鳴動（阿寒湖畔で鳴動と最大震度2の地震） 

 昭和３３年２月２３日  小噴火（ナカマチネシリ火口）：北東15㎞まで降灰 
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  年 月 日 内         容 

昭和３４年５月１５日～ 

       ５月２１日 
 小噴火（ナカマチネシリ火口）：大噴周辺に降灰 

 昭和３４年７月２８日  小噴火（ナカマチネシリ火口）：大噴周辺に降灰 

昭和３４年８月２日 
 小噴火（ポンマチネシリ火口）：噴煙高度は火口上800～1，000

ｍ南南西35㎞の白糠町縫別まで降灰 

昭和３４年８月６日 
 小噴火（ポンマチネシリ火口）：噴煙高度は火口上1，200ｍ、南

南西37㎞の白糠町縫別南方まで降灰 

昭和３４年８月１２日～ 

       ８月１３日 
 小噴火（ポンマチネシリ火口）：周辺に少量の降灰 

昭和３４年８月１５日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：北東20㎞まで降灰 

昭和３４年１０月３日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：北東12㎞まで降灰 

昭和３４年１０月１０日 

     ・１０月３０日 
 有色噴煙 

昭和３５年１月２８日  有色噴煙 

昭和３５年９月７日～ 

      ９月９日 
 小噴火（ナカマチネシリ火口）：大噴が活動、周辺に降灰 

昭和３７年４月２８日  小噴火（ナカマチネシリ火口）：大噴周辺に降灰 

昭和３９年６月８日～ 

      ６月２７日 
 小噴火（ナカマチネシリ火口）：新火口形成、周辺に降灰 

昭和３９年７月１日～ 

      ７月４日 
 火山灰噴出（ナカマチネシリ火口）：少量の火山灰噴出 

昭和４０年５月１３日～ 

      ５月１９日 
 小噴火（ナカマチネシリ火口）：新火口形成、周辺に降灰 

昭和４０年１０月２日  有色噴煙 

昭和４１年６月４日～ 

      ６月１３日 
 小噴火（ナカマチネシリ火口）：新火口周辺に降灰 

昭和４７年６月 
 新噴気孔（ポンマチネシリ火口）：第4火口内に楕円形の噴気孔

（7ｍ×5ｍ） 

昭和４８年３月  地震増加（3月  81回） 

昭和５０年３月２１日～ 

      ３月２４日 
 地震増加（3月  151回） 

昭和５０年４月１５日  地震増加（15日  68回） 
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昭和５１年７月７日 

 雌阿寒岳の北約18㎞で地震（43°27′Ｎ、144°08′Ｅ、深さ0

㎞）震度は阿寒湖畔3、北見相生・雌阿寒温泉2～3 

7/7～7/11 地震増加（7月 112回） 

昭和５４年７月１５日～ 

      ７月１９日 
 地震増加（7月  306回） 

昭和５５年３月２８日 
 雌阿寒岳の北東約10㎞で地震（43°27′Ｎ、144°08′Ｅ、深さ0

㎞、Ｍ2.5）最大震度は雄阿寒ホテル3～4 

昭和５６年１０月  熱泥噴出（ポンマチネシリ火口）：第4火口熱泥噴出活動 

昭和５７年３月１９日～ 

      ４月上旬 

 地震群発3/19から始まり、3/21の浦河沖地震以後急増、4月はじ

めまで続く（3月  411回、4月  92回） 

昭和５８年５月 
 噴煙増加（ポンマチネシリ火口）：第1火口の噴煙増加、釧路気

象台から見えるようになる 

昭和５９年５月１日  微動発生（1日に微動が7回発生） 

昭和５９年５月 

 火山灰噴出（ポンマチネシリ火口）：第4火口の噴煙活動活発

化、火口北側100ｍ地点まで降灰跡（微動発生時に噴出した可能

性） 

昭和６０年６月～７月  地震増加（6月  79回、7月  60回） 

昭和６２年８月  温度上昇（ポンマチネシリ第1火口の噴気温度395℃） 

昭和６２年１０月８日  温度上昇（ポンマチネシリ第1火口の噴気温度510℃） 

昭和６２年１２月  地震増加（12月  406回） 

昭和６３年１月～２月  微動発生：1/4夕方から火山性微動発生、2/26まで断続的に記録 

昭和６３年１月５～ 

      １月６日 

 小噴火（ポンマチネシリ火口）：北東方向約2㎞、幅約0.9㎞の範

囲に降灰 

昭和６３年１月８日 
 小噴火（ポンマチネシリ火口）：阿寒湖畔付近までごく少量の降

灰 

昭和６３年１月２０日 
 上空観測によりポンマチネシリ第1火口の噴気口が拡大（直径約

10ｍと推定される） 

昭和６３年２月１日  微動発生、20時すぎから火山性微動が記録されている 

昭和６３年２月７日～ 

      ２月８日 
 小噴火（ポンマチネシリ火口）：東側約8㎞まで微量の降灰 

昭和６３年２月１８日  小噴火（ポンマチネシリ火口）：阿寒湖畔付近まで微量の降灰 

昭和６３年１月～４月  地震増加（1月  83回、2月  62回、3月  298回、4月  53回） 
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昭和６３年５月２３日 
 噴火による有毒ガス等が危険なため当分の間オンネトールートを

登山禁止とする 

昭和６３年７月～８月  地震増加（7月  90回、8月  55回） 

昭和６３年９月  温度上昇（ポンマチネシリ第1火口の噴気温度306℃）。 

昭和６３年１０月～ 

       １１月 

 地震増加・微動発生（10月  831回、11月  349回、10/27と11/14

に微動） 

平成元年５月２２日 
 火山活動が沈静化傾向にあるため、関係機関と協議し6/1にオン

ネトールートの規制を解除する方針を決定 

平成元年６月１日  オンネトールートの登山禁止を解除 

平成元年９月～１１月  地震増加（9月  513回、10月  313回、11月  126回） 

平成２年１月～１２月 
地震増加（年合計2,524回、月最大2月719回、月最小4月53回、日

最大6/6  194回） 

平成３年１月～２月  地震増加（1月183回、2月140回） 

平成４年９月～１１月 地震増加 

平成５年４月～６月 地震増加（4月  295回、5月  181回、6月  183回） 

 平成７年８月～１１月 地震増加（8月  363回、9月  251回、10月  411回） 

 平成７年９月・１１月 微動発生 

 平成８年８月２２日 

    ～９月２日 
地震増加 

平成８年９月２８日 

    ～１０月３日 
地震増加 

 平成８年１１月２１日 

小噴火（ポンマチネシリ火口）：17時55分頃の大きな地震に引き

続き約8分間の火山性微動発生。噴火直後の噴煙高度は火口上

1,000mに達した。北側約50kmの範囲に微量の降灰。96-1～3火口を

形成。総噴出物は約12,000t。 

 平成８年１１月２２日 入山禁止：11:00から入山禁止とする 

 平成９年４月１４日 
足寄町雌阿寒岳防災連絡協議会開催（雌阿寒岳入山禁止措置の解

除について協議） 

 平成９年４月２０日 入山禁止解除：10:00入山禁止措置を解除 

平成９年５月２２日 
有感地震：震源は雌阿寒岳付近（Ｍ2.0）、雌阿寒温泉で震度1程

度 

平成１０年４月４日 

～４月５日 
地震増加：震源は徹別岳周辺 
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 平成１０年１１月９日 

小噴火（ポンマチネシリ96-1火口）：14:41頃から約4分間の火山

性微動を観測、噴煙高度は雲のため不明、東側約15kmの範囲で微量

の降灰、総噴出物量は1,000t以下、マグマ水蒸気爆発の可能性あり 

臨時火山情報第1号（16:20） 

阿寒湖畔で16:10頃降灰が認められたという情報 

入山禁止：17:30から入山禁止とする 

足寄町雌阿寒岳噴火災害対策本部設置（18:00） 

臨時火山情報第2号（19:00） 

降灰を確認、噴火を伝える情報発表 

 平成１０年１１月１３日 湯の滝立ち入り自粛要請、キャンプ場（国設野営場）閉鎖 

 平成１０年１１月１６日 足寄町雌阿寒岳噴火災害対策本部廃止（17:00） 

 平成１１年４月２７日 足寄町雌阿寒岳防災連絡協議会開催、入山禁止措置継続決定 

 平成１１年５月１２日 
高感度カメラによりポンマチネシリ96-1火口付近が夜間明るくな

る現象を観測、その後も6月下旬まで時々観測される 

平成１１年６月４日 

～６月６日 

温度上昇（ポンマチネシリ96-1火口の最高温度651℃、10月まで

600℃以上の高温状態継続） 

 平成１１年７月７日 
温度上昇（ポンマチネシリ96-1火口の最高温度671℃、北東山麓

の渋川泥火山で9年ぶり噴気活動再開） 

 平成１１年１０月２５日 

～１１月１日 
地震増加 

 平成１２年２月１３日  地震増加：震源は徹別岳周辺 

 平成１２年４月４日 

     ～４月３０日 
 地震増加：震源は徹別岳周辺 

 平成１２年５月２日 
 足寄町雌阿寒岳防災連絡協議会開催（今後火山活動の低下や防災

体制の整備等条件が整い次第、規制解除する方針を決定） 

 平成１２年５月２６日 

火口温度の低下、火山性地震の減少、防災行政無線の設置、ハザ

ードマップの作成等安全性を確保する要件が整ったことから、6/1

に湯の滝、キャンプ場（国設野営場）の立ち入り規制解除、さらに

今後の現地調査及び気象台が発表する火山情報の結果により入山規

制を解除する方針を決定 

 平成１２年６月１日 湯の滝、キャンプ場（国設野営場）立ち入り規制解除 

 平成１２年６月６日 入山規制解除に向けた現地調査 

平成１２年６月１３日 

定期火山情報 

平成10年11月に噴火したポンマチネシリ96-1火口は、噴火後火口

内温度が600℃以上と非常に高い状態で推移していたが、今回の観

測では、ほぼ噴火前（平成10年10月）の状態に戻っている。遠望観

測による噴煙は、平成8年の噴火後やや多い状態が続いていたが、

昨年11月以降減少傾向が見られる。 
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平成１２年６月２０日 規制解除：0:00をもって入山禁止措置を解除 

平成１４年１月 

    ～２月 
地震増加：震源は徹別岳周辺 

 平成１４年３月２９日 
8:03頃に継続時間約3分間の火山性微動が発生し、その直後から

火山性地震が一時的に増加（29日  139回、30日  19回） 

平成１８年２月１８日 

火山観測情報第１号（16:05） 

雌阿寒岳では18日0時以降火山性地震が増加（0時～15時 267回） 

9:09頃と9:27頃に振幅の小さな火山性微動が発生 

平成１８年２月１９日 

火山観測情報第２号（15:10） 

雌阿寒岳では18日0時以降火山性地震が増加 

（18日0時～24時  516回、19日0時～15時  278回） 

19日1:03頃と6:50頃に振幅の小さな火山性微動が発生 

入山禁止：釧路市との協議により当分の間入山禁止措置とする

(15:15入山禁止の看板設置完了) 

平成１８年３月１日 

入山禁止解除：地震回数が減少したことから釧路市と協議し入山

禁止措置を解除、山頂付近に近づかない旨注意喚起する措置とする

（14:10） 

平成１８年３月２１日 

臨時火山情報第１号(6:43) 

6:28頃火山性微動を観測、噴火した可能性がある 

噴煙の状況は、悪天候のため確認できない 

 入山禁止：釧路市と連携し、同時刻に入山禁止措置を決定(9:35) 

火山観測情報第７号(10:50) 

雌阿寒岳南東山麓の温根内橋付近(火口から約10㎞)で微量の降灰

を確認、6:28頃噴火したと考えられる 

火山性微動は現在も継続中だが、振幅は小さい状況が続いている 

 平成１８年３月２３日 
火山観測情報第１２号(16:00) 

7:19から約4分間、振幅の小さな火山性微動を観測 

 平成１８年３月２４日 
火山観測情報第１３号(16:20) 

23日16:54から約3分間、振幅の小さな火山性微動を観測 

 平成１８年５月１０日 

火山観測情報第２８号(11:00) 

9日16:43頃規模の小さな火山性微動が発生 

9日18時以降火山性地震が増加し一時多発したが10日に入り発生

頻度が低下(9日  453回、10日10時まで  237回） 

 平成１８年６月１２日 
火山観測情報第３３号(18:35) 

雌阿寒岳の火山活動は、活発な状態からやや活発な状態に低下 

 平成１８年８月２１日 
雌阿寒岳入山規制解除検討会において入山規制解除にかかる条件

及び時期決定 
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 平成１８年８月２３日 

雌阿寒岳火山防災会議協議会常任幹事会において入山規制解除に

かかる条件及び時期承認、釧路市長及び足寄町長へ報告 

釧路市と協議し、9/1までに入山規制解除に係る条件を整備する

方針を決定 

 平成１８年８月２５日 
火山観測情報第３４号(14:00) 

雌阿寒岳の火山活動は静穏な状態になった 

 平成１８年９月１日 入山禁止解除 

 平成２０年９月２７日 地震増加：震源はポンマチネシリ火口の浅い所 

 平成２０年９月２９日 

火口周辺警報（火口周辺危険）（14:33） 

29日14時11分頃から火山性微動が観測され、現在も継続中 

空震計には噴火に伴うと推定される振動は観測されておらず、噴

火は発生していない模様 

9月26日から火山性地震が増加しており、場合によっては、今後

ごく小さな噴火が発生する可能性がある 

立入規制： 

釧路市と連携し、「7合目以上」の立入規制措置を決定（14:45） 

各登山口へ規制看板設置、麓各温泉、オンネトー茶屋、キャンプ

場、公衆トイレへチラシ等配置（17:55） 

 平成２０年９月３０日 
足寄側登山ルート７合目及び阿寒富士分岐に規制ロープ設置

（12:32） 

 平成２０年１０月１７日 

噴火予報（平常）（10:00） 

火山性地震の発生状況は10月3日以降概ね低調に推移、火山性微

動は9月30日以降発生していない 

火山活動は概ね落ち着いた状態、火口周辺に影響を及ぼす噴火が

発生する可能性はない 

立入規制解除： 

釧路市と連携し、「7合目以上」の立入規制措置を解除（10:00） 

 平成２０年１１月１６日 

雌阿寒岳の火山活動解説資料(9:23) 

雌阿寒岳では16日00時56分頃から振幅が小さく、継続時間のやや

長い火山性微動が発生 

平成２０年１１月１７日 

火口周辺警報（火口周辺危険）（14:30） 

17日10時10分頃から振幅の小さな火山性の連続微動を観測、震動

源は浅いと推定される 

16日にも振幅が小さく継続時間がやや長い火山性微動が観測され

ており、火山活動が高まった状態となっている 

今後、場合によってはごく小規模な噴火が発生する可能性がある 

立入規制： 

釧路市と連携し、「7合目以上」の立入規制措置を決定（14:30） 

平成２０年１１月１８日 

火山の状況に関する解説情報第１２号（13:47） 

ポンマチネシリ火口の南斜面が黒くなっているのを確認 

17日10時10分以降、断続的に火山性の連続微動が観測されてお

り、この間にごく小さな噴火が発生したと考えられる 
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平成２０年１１月１８日 

雌阿寒岳の火山活動解説資料（18:37） 

噴火の発生場所は96-1火口、火口周辺に数十ｾﾝﾁ程度の噴石が飛

散、火口から概ね300～400mの範囲で降灰を確認 

降雪の状況や雌阿寒岳上空の風向から、噴火は18日発生したと考

えられる 

 平成２０年１１月２８日 

火山の状況に関する解説情報第２２号（9:32） 

雌阿寒岳でごく小さな噴火が発生、空が明るくなった5時30分頃

から、ポンマチネシリ火口から乳白色の噴煙が出ているのを確認 

雌阿寒岳の火山活動解説資料（16:10） 

噴火の発生地点は96-1火口及び第4火口、降灰を火口の北～東～

南東にかけて確認 

 平成２０年１２月１６日 

噴火警戒レベル導入（10:00） 

噴火警戒レベルの導入により雌阿寒岳の噴火予報・警報は、火口

周辺警報（噴火警戒レベル２、火口周辺規制）となる 

平成２１年４月１０日 

噴火予報（平常）（10:00） 

地震活動は概ね低調に推移、火山性微動は3月19日以降発生して

いない 

火山活動は概ね落ち着いた状態、火口周辺に影響を及ぼす噴火の

兆候は認められなくなった 

立入規制解除： 

釧路市と連携し、「7合目以上」の立入規制措置を解除（10:00） 
 
 ※ 噴火規模の定義 

   小噴火：ＶＥＩ指数０～１の噴火、ただし噴出物が広範囲で認められないものは「火山灰噴

出」「有色噴煙」などとし、噴火として扱わない。 
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「別表13」雌阿寒岳周辺避難所等の状況 

 

１ 危険区域内の宿泊施設等の状況 

施 設 の 名 称 （管理者） 収容人員 電話番号 

 野中温泉別館     （野中祐子）    ４８  ２９－７３２１ 

(有)オンネトー温泉 景福（小林伸行）    ２０  ２９－７３７０ 

 国設オンネトー 野営場 （足寄町）   １２０  ２９－７７１１ 

 

２ 避難所・輸送車両等の確保・避難誘導者 

 第１避難所 第２避難所 第３避難所 第４避難所 

 

一次避難 

（自主避難） 
茂足寄集落センター 上螺湾集会所 上足寄集落センター 

螺湾基幹集落 

センター 

避難対象者 

緊急避難者以外

は第３避難所へ

の避難を義務付

ける。 

オンネトー野営

場宿泊者・管理

人・登山者・上

螺湾周辺住民 

雌阿寒温泉宿泊

者・従業員・登 

山者・茂足寄周

辺住民 

上足寄周辺住民

・螺湾周辺住民

・登山者・上螺

湾周辺住民 

収容可能者    ３０ 名    ４０ 名    ６０ 名   １１０ 名 

二次避難 

（本部長指示) 
 避難者なし。  避難者なし。 

第１避難所から

の避難者 

第２・第３避難

所からの避難者 

避難誘導者 
避難誘導は、災害対策本部員、消防署員、消防団員及び警察官その他指示権者

の命を受けた者が協力し、実施するものとする。 

輸送車両 
町有車両をもって行うものとし、災害の規模に応じ、災害派遣要請後の自衛隊

車両や民間車両等の協力を得て行うものとする。 

※ 

用 

語 

の 

定 

義 

 一次避難とは：噴火災害が発生し、又は発生する恐れがある場合地域住民、観光客、登

山者が自主的、又は本部長からの避難勧告・指示に従い指定されている

避難所に避難することをいう。 

 二次避難とは：避難所が災害の影響を受ける恐れのある場合及び避難所収容面積に無理

がある場合に本部長が判断し、避難誘導者の指示により指定避難所に避

難することをいう。 
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